
本要求水準書に定める人員配置（業務実施体制） 添付資料10

設計、建設業務 指定管理業務 付帯事業
設計、建設業務責任者※1 ■統括管理業務（開館・供用開始準備業務含む） ○飲食物（軽食）販売店運営等事業

■設計業務 統括責任者※5,6 総括責任者※5 担当者
○建築設計（基本設計、実施設計） （任意）

管理技術者※2 主任技術者（建築）※2 担当技術者 ■維持管理業務 ○⾼架下駐輪場内⺠間収益施設運営等事業
（一級建築士） （一級建築士） （任意） 業務責任者※5,6 担当者

主任技術者（構造）※2 担当技術者 ○「⾼架下広場・公園」、「⾼架下遊歩道」、「歩行者用シェルター」 （任意）

照査技術者※2 （一級建築士） （任意）  の維持管理業務
（一級建築士） 主任技術者（電気設備）※2 担当技術者 業務主任※5,6 業務担当者（任意）

（一級建築士資格又は建築設備士） （任意）

主任技術者（機械設備）※2 担当技術者 ○「⾼架下多目的施設」の維持管理業務
（一級建築士資格又は建築設備士） （任意） 業務主任※5,6 業務担当者（任意）

○土木設計（基本設計、実施設計） ○「駐輪場」の維持管理業務
管理技術者※2 主任技術者※2 担当技術者 業務主任※5,6 業務担当者（任意）

（技術士） （技術士） （任意）

（設計内容に応じて選定） ○「その他公共施設」の維持管理業務
照査技術者※2 業務主任※5,6 業務担当者（任意）

（技術士）

■運営業務
■工事監理業務（建築工事） 業務責任者※5,6

工事監理者※3 工事監理担当者
（一級建築士） （任意） ○広場・公園等の運営業務

業務主任※5,6 現場責任者※7

■建設業務
○建築工事 業務担当者（任意）

現場代理人※4 監理技術者（又は主任技術者）※4 主任技術者
（建設業法第19条の2） （建設業法第26条第1項） （建設業法第26条第1項） ○複合施設の運営業務

業務主任※5,6 現場責任者※7

監理技術者補佐 専門技術者
（建設業法第26条第3項ただし書き） （建設業法第26条の2） 業務担当者（任意）

専門技術者 ○駐輪場の運営業務
（建設業法第26条の2） 業務主任※5,6,7 現場責任者※7

○土木工事 業務担当者（任意）

監理技術者（又は主任技術者）※4 主任技術者
（建設業法第26条第1項） （建設業法第26条第1項） ○駐車場の運営業務

業務主任※5,6,7 現場責任者※7

監理技術者補佐 専門技術者
（建設業法第26条第3項ただし書き） （建設業法第26条の2） 業務担当者（任意）

専門技術者 ■にぎわい創出事業等
（建設業法第26条の2） ○イベント等実施事業 ：必須

業務主任※5,6 業務担当者（任意）

※1： 設計、建設業務責任者は、原則として設計、建設業務の代表構成員から1名選出すること。 ：任意又は法令上必要な場合
※2： 設計業務の管理技術者、照査技術者及び各主任技術者の兼務は認めない。 ○地域情報案内板運用事業
※3： 工事監理者は、建設業務（建築工事）を行う者以外の者が行うこと。 業務主任※5,6 業務担当者（任意）

※4： 建設業務の現場代理人と各主任技術者は兼務することができる。各主任技術者の兼務は認めない。
※5： 指定管理業務の統括責任者、業務責任者、付帯事業の総括責任者の兼務は認めない。
※6： 指定管理業務の各業務主任は、兼務することができる。ただし、業務主任及び現場責任者は、特定事業者（各業務を担当する企業）の中から選定すること。
※7： 運営業務の各業務の業務主任と現場責任者は兼務することができる。


